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Ⅰ 異能 vation プログラム 

１ 総務省からのメッセージ 

第４次産業革命時代の情報通信技術（ICT）の発展は目覚ましく、世の中は

急速に変貌を遂げています。そしていま、新型コロナウイルスは地球上に蔓延し、

今回のウイルスとの戦いは長期化することが避けられない状況にあります。そ

れにより、わが国のみならず、人類全体が、世界規模の新たなウイルスの出現に

より、新たな日常生活（行動変容＝ニューノーマル）を模索することが強く求め

られています。何かを諦めること、悲しいこともたくさんありました。一方で、

この新たな日常生活の出現は、多様化を促進し、とても小さなことでも、世界中

のあらゆる人が、地球規模の産業構造変革や社会変革が起こす可能性をもたら

しました。大きな飛躍の可能性が、今この瞬間にはあるとも考えられるのです。

今までの常識を疑う、今までの限界を超える、今までの産業構造・社会構造を変

えることが必要であり、それを実現するのが「破壊的イノベーション」です。  

破壊的イノベーションが生まれるためには、まずは、既存の常識から見て「変

わった」発想の芽が自然に育つ苗代、失敗をおそれず果敢に挑戦できる雰囲気や

環境、多様な価値を受け入れ認める文化、そして、我が国で成功してから世界に

飛び出すのではなく当初から地球規模の展開を目指すことが必要です。今世界

に求められているのは、人工知能でもできる「既知の正解を探す力」よりも「こ

れまでにない（＝人工知能には予想もつかない）課題を発見し未来を拓く力」で

「何もない０のところに、新たな１を創造する」ことにのびやかに挑戦していく

ことです。総務省では、挑戦する雰囲気を醸成するために、奇想天外でアンビシ

ャスな技術課題に失敗をおそれずに挑戦する人（通称：へんな人）を支援する「異

能 vation」プログラムを平成 26 年度から開始しました。 

あらたな日常が始ろうとしている中、あらたな挑戦をする方々からの応募

をお待ちしています。世界に変化と革新が起きている今、ICT分野における支援

のあり方について、総務省も常に考え挑戦を続けます。ともに新しい何かに挑戦

し、地球の明日を切り拓いて行きましょう。 

※ ICT とは Information and Communication Technology（インフォメーション・アンド・コミュニケ

ーション・テクノロジー）の略で、日本語では「情報通信技術」という意味で使われる用語です。 

※ 本プログラムは、情報通信審議会諮問「イノベーション創出実現に向けた情報通信技術政策の在り

方」（中間答申：平成 25 年７月５日 最終答申：平成 26 年６月 27 日）の提言を踏まえ、ICT 成長戦

略の一つとして平成 26年度に開始され、その後年々進化を遂げ、令和元年度には成長戦略フォローア

ップ(令和元年６月 21日閣議決定)、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画

(令和元年６月 14日閣議決定)。 
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２ 公募 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題への挑戦を支援 

 

                    部門 

 

ICT分野において破壊的価値を創造する、 

奇想天外でアンビシャスな技術課題への挑戦を 

支援します。 

新型コロナウイルスの世界的な蔓延による新

たな生活に希望をもたらし文明の転換点となる

ような、そして社会や産業における大変革をも

たらすような課題に対し、失敗を恐れずに果敢

に挑戦を行うような提案を募集します。 

 

挑戦期間：上限１年間（早い卒業が可能です）。 

支援額：上限３００万円 

 

・卒業後、異能β（ベータ）と認定されると地球規模の展開

に対する支援が受けられます。 

 

 

 

詳細は５ページから御確認ください。 

 

 

 

 

 

協力協賛企業があなたを表彰 

 

部門 

 

ICT 分野における、 

・ちょっとした、けれども誰も思いついたことのな

いような面白いアイディア 

・自分でも一番良い使い方が分からないけれ

ど、こだわりの尖った技術 

・自らが発見した実現したい課題 

などを表彰します。 

あなたの日ごろのちょっとしたアイデアも、こだわりの

技術も、思いもよらないような使い方をしてくれる人や

企業が出現することにより、世界を変える一歩を生む

かもしれません。 

・協力協賛企業各社より、分野賞副賞（20 万円）及び企

業特別賞（未定）などを提供 

・表彰にノミネートされた提案（昨年度実績 185 件）は協

力協賛企業と協力して実装や実現を目指す機会を設け

ます! 

 

詳細は 10 ページから御確認ください。  
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図１：応募からの流れ 

 

 

３ 募集対象 

・年齢制限なし。地球上において個別連絡先が存在する方（国籍・居住地は不問）。 

・御自身で応募する場合：個人又はグループ 

・推薦をする場合※：近くにいる推薦したい人又はグループ 

※ 被推薦者に対する推薦者の情報開示は行いません。 

※ 破壊的な挑戦部門及びジェネレーションアワード部門の同時応募が可能です。 

 

４ 応募受付期間 

2020 年７月１日（水）から同年８月 31 日（月）18:00 まで 

 

５ 応募方法 

公式サイト内の応募フォームから御応募ください。 

詳細は、各部門の応募方法の項を御確認ください。 

https://www.inno.go.jp 

 

※ 応募フォームの手順に沿って御入力をお願いいたします。 
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※ 追加資料や試作品は、公式サイト内の応募フォームにおける資料添付による提出又は

業務実施機関への郵送にて受け付けます。業務実施機関への手渡しは受け付けません。 

※ 郵送物は締切当日消印、宅配便受付日付が締切当日までのものを有効とします。なお、

提出いただいた書類等は原則として返却いたしません。予め御了承ください。 

※ ジェネレーションアワード部門は SNS(Facebook、Instagram、Twitter など)による応

募も可能です。 

 

 

６ 知的財産の保護方針など 

破壊的な挑戦部門及びジェネレーションアワード部門は、それぞれ知的財産保護

の考え方が異なります。詳細は 14 ページをご確認頂き、理解した上で御応募くだ

さい。  

 

７ 本募集に関する連絡先など 

異能 vation プログラム業務実施機関 

株式会社角川アスキー総合研究所「異能 vation」事務局 

電話：03-5840-7629 

受付時間：月曜日〜金曜日（祝日を除く） 10:00～18:00 

メールアドレス：info/atmark/inno.go.jp（/atmark/を@に変えてください） 

  異能 vation 公式ページ FAQ も参考にしてください。  

異能(Inno)vation 公式ホームページ:https://www.inno.go.jp 

 

 

 

 

 

 

応募する部門の応募要項を必ず確認の上、御応募ください。 

 

「破壊的な挑戦」部門   → P.５～９ 

「ジェネレーションアワード」部門 → P.10～12 
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Ⅱ 「破壊的な挑戦」   部門 

１ 提案募集 

日々新しい技術や発想が誕生している世界的に予想のつかない ICT 分野において、

破壊的な地球規模の価値創造を生み出すために、大いなる可能性があり、奇想天外で

アンビシャスな技術課題への挑戦を支援します。社会や産業に大変革をもたらすよう

な課題に対して、失敗をおそれず果敢に挑戦を行うような提案を募集します。 

必ず「Ⅴ応募に際しての注意事項」を確認の上、御応募ください。 

 

２ 対象者 

ア． ゴールへの道筋やビジョンを明確に提案ができ、価値ある失敗に挑戦すること

を恐れない者。 

イ． 年齢制限なし。地球上において個別連絡先が存在する方（国籍・居住地は不問）。 

ウ． 御自身で応募する場合：個人又はグループ 

推薦をする場合：近くにいる推薦したい人又はグループ 

※ その他、必要に応じて事務局と調整の上、決定した事項に従うこと。 

※ 選考に通過された場合、公式サイトにて氏名（ニックネーム可）、在住の都道府県（居住地）

及び技術課題名を公表します。 

   ※ 日本国の法律に従います。日本国外に居住しかつ日本国籍を持たない者は、産業技術力強

化法第 17 条（日本版バイドール条項）は適応されません。 

     

３ 挑戦支援額 

最大 300万円 

※ 経費執行や物品の管理等の煩雑な事務を業務実施機関が代行することで、技術課題に

挑戦する者が可能な限り自らの挑戦に没頭できる環境を提供します。従って、原則として

現金の支給は行いません。 

※ 人件費を支出する際は、支給対象者の前年度の収入を基に単価を算定します。 

※ 選考により、最大 100万円になる場合があります（詳細はII-6: 選考プロセスに記載）。 

 

 ４ 挑戦期間 

挑戦者ごとのオーダーメイドシステム。最長１年間。 

卒業評価は 0-12 ヶ月の間でいつでも受けることが可能です。卒業生（異能β）
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となると、挑戦課題の地球規模の展開に向けてなどの様々な支援があります。 

 

５ 応募方法及び内容 

公式サイトの応募フォームに従い、項目を入力してください。 

公式サイト： https://www.inno.go.jp  

項目： 

・挑戦する技術課題名（50字以内） 

・技術課題を乗り越えて実現したい目標（600字以内） 

・実現への道筋（1,000字以内） 

・追加資料や試作品等の提出も可能（任意） 

※ 追加資料や試作品等は、公式サイト内の応募フォームにおける資料添付による提出又

は業務実施機関への郵送で受け付けます。業務実施機関への持込みによる提出は受け付

けません。 

※ 郵送物は締切当日消印、宅配便は受付日付が締切当日までのものを有効とします。な

お、提出いただいた書類等は原則として返却いたしませんので予め御了承ください。 

 

６ 選考 

・提案課題は、業務実施機関による形式確認後、スーパーバイザーが評価を行います。 

・評価は「提案内容のみ」に対して行われ、提案者の過去の経歴・過去の業績・性別・

年齢などの背景は評価の対象には含まれません。 

      ※過去の実績では５歳から８６歳までの応募があります． 

・評価は絶対評価であり、採用予定人数は決まっていません。 

・地球規模の破壊的イノベーションを起こすような課題は、既存の価値や評価基準で測

ることが出来ないため、「“もと・へんな人”で、現在、社会において活躍しているスー

パーバイザー（破壊的イノベーションを知っているヒト）」の直感による評価を採用し

ています。 

・応募から卒業（異能βになるまで）までのプロセスは図２の通りです。期間と費用は

上限(１年間・300万円)があるものの、それぞれの提案者に合わせたオーダーメイドシ

ステムです。ご自分が主役となり、ご自分でよく考え、ご自身で決めて運用してくださ

い。（業務実施機関がサポートします） 

・挑戦には２段階のプロセスを用意しています。 

- ゼロワンチャレンジ(0to1 チャレンジ)： 失敗を恐れず、思う存分、試行錯

誤をする「ゼロワンチャレンジャー」期間です。「Ambitious Technical Goal」

を明確にするために失敗を恐れず試して頂ける期間です。期間は 0-4ヶ月、金
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額は 0-100万円の間で、ご自分で期間と金額を設定してください。ご自分が適

切であると判断した段階で事務局に申請することで、いつでも破壊チャレンジ

に進む選考評価を受けることができます。選考を通過すると破壊チャレンジに

進みます。 

- 破壊チャレンジ： 「Ambitious Technical Goal」に向かって突き進みます。

「最大 300万円・１年間」からゼロワンチャレンジ期間の支援額と期間を差し

引いた金額と期間が適用されます（例えば、ゼロワンチャレンジが早く終わる

ほど、破壊チャレンジの期間が長くなります）。卒業試験を受ける資格を持ち

ます。 
・完成されている課題は、チャレンジャーに選ばれないこともあります。選考の過程で

チャレンジャーに進まない方は、協力協賛企業とのマッチングプログラムにお進みいた

だけます。詳細は、「Ⅲ 7 協力協賛企業とのマッチングについて」をお読みください。 

 
図２：応募から卒業までのプロセス 
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７ スーパーバイザー 

スーパーバイザー（五十音順） 

 

上田 学 

米国 MODE, Inc. 

CEO 

 

小川 エリカ 

ギネスワールドレコーズ 

ジャパン前代表 

 

川西 哲也 

早稲田大学 理工学術院 基幹理工

学部 電子物理システム学科 教授 

 

佐藤 陽一 

ByteDance 株式会社  

TikTok Japan General Manager 

 

高須 克弥 

医療法人社団福祉会高須病院理

事長 高須クリニック院長 

 

高橋 智隆 

株式会社ロボ・ガレージ  

代表取締役社長 

 

原田 博司  

京都大学大学院 情報学研究科 

通信情報システム専攻 教授 

 

牧野 友衛 

トリップアドバイザー株式会社 

代表取締役 

 

まつもと ゆきひろ 

一般財団法人 

Ruby アソシエーション 理事長 

 

プログラムアドバイザー（五十音順） 

 

アダム・ディアンジェロ 

Quora 創業者兼 CEO、 

元 Facebook CTO 

 

 

伊藤 穰一 

ベンチャーキャピタリスト 

 

中須賀 真一 

東京大学大学院工学系研究科 

航空宇宙工学専攻 教授 
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外村 仁 

First Compass Group General 

Partner、Scrum Ventures アドバ

イザー、前 EvernoteJapan 会長 

 

三池 崇史 

映画監督 

 

８ 卒業評価後は異能マスターズに加入                

卒業が認定されると、異能β（総務省公認のへんなひと）として認定され、異能マス

ターズに加入することが出来ます。 

異能マスターズは異能βの地球規模の活躍を支援する組織です。 

世界を変える可能性のある奇想天外な「Ambitious Technical Goal」へ挑戦を続ける世

界最高に諦めの悪い挑戦者「異能β」を支援します。 

 

地球規模に異能βの技術、情報を発信するため、プロによる動画の制作、メディア、SNS

での発信支援を中心に、世界の展示会出展支援、世界中の企業からオファーを受けた際

にサポートを行う、法務専門家、財務専門家、知的財産専門家による知財や特許に関す

る支援など、ニューノーマル時代において異能βが地球規模で活躍するための様々な支

援を用意しています。異能βの称号は、一生です。 

 

異能マスターズ支援内容例 

地球規模の発信支援 プロによる宣伝動画の制作。メディア、SNSでの発信支

援。共に世界での 100 万ユニークユーザーを目指しま

しょう！ 

国際展開支援 世界の展示会出展支援、海外協力協賛企業との連携 

プロフェッショナル支援 

（知財の保護 等） 

法務専門家、財務専門家、知的財産専門家、などを揃

え、起業支援等をオーダーメイドにパーソナル支援 

 

 

 

 

 



10 

Ⅲ 「ジェネレーションアワード」   部門 

１ 募集対象 

あなたの日頃のちょっとしたアイデア・技術・発見が、多種多様な企業等と出会う

ことにより、思いもよらない使い方で更に飛躍するかもしれません。 

ICT 分野における、 

・ちょっとした、けれども誰も思いついたことのないような面白いアイデア 

・自分でも一番良い使い方が分からないけれど、こだわりの尖った技術やモノ 

・自らが発見した実現したい何か 

を募集し、異能 vation協力協賛企業との連携により、表彰を行います。 

必ず「Ⅴ応募に際しての注意事項」を確認の上、御応募ください。 

 

２ 対象者 

・年齢制限なし。地球上において個別連絡先が存在する方（国籍・居住地は不問）。 

・御自身で応募する場合：個人又はグループ 

・推薦をする場合※：近くにいる推薦したい人又はグループ 

※ 被推薦者に対する推薦者の情報開示は行いません。 

※ 破壊的な挑戦部門及びジェネレーションアワード部門の同時応募が可能です。 

 

３ 実施スケジュール 

協力協賛企業による選考 2020 年９月下旬〜10月中旬 

ノミネートの御連絡 2020 年 10 月下旬〜11月中旬予定 

授賞式開催＆協力協賛企業とのマッチングイベント 2020 年 11 月下旬〜12上旬頃を予定 

※予定は変更になる場合がありますので、公式サイトを御確認ください。 

 

４ アワード 

提案の中からジェネレーションアワード部門へのノミネートを行います。ノミネー

トの中からジェネレーションアワード賞を選定します。また、協力協賛企業が特に支

援したいと思う提案については企業特別賞に選ばれることがあります。 
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ジェネレーションアワード賞 

「動物の五感」、「時空の４次元」を乗り越えるような提案を表彰予定 

分野賞の例：これ、すごいでしょ！？ みてみて私の僕の発見！ これが出来たよ！ これ

意外でしょ？ あら便利！ 美味しいを届ける！ 新たに観えたを伝える！ 新たに聞こえ

るを伝える！ さわれたを伝える！ 楽しいを届ける！ 匂いで伝わる！ 愛情が伝わる！ 

こんなに小さくもしくは軽く出来たよ！ 宇宙の新しい時代を拓く！ アフターコロナ時

代、どこでも誰でもいつでも、安全と距離を保ちながら・相手と本当につながれたよ！  

などなど、上記以外にも、業務実施機関も思いつかないような、あなたの自由な発想をお待

ちしています。 

選定された応募提案については、副賞として協力協賛企業各社から 20 万円が贈ら

れます。また、企業特別賞においては、その賞を設定した企業から独自の副賞が贈ら

れる場合があります。 

 

５ 応募内容 

以下の項目を下記公式サイトの応募フォームに従って入力ください。 

・提案タイトル（50字以内） 

・提案の概要（文字の場合 600字以内、動画、製作物など） 

https://www.inno.go.jp 

・追加資料や試作品などの提案も可能（任意） 

 

※ 追加資料や試作品等は、応募フォームにおける資料添付による提出又は業務実施機関

への郵送で受け付けます。業務実施機関への持込みによる提出は受け付けません。 

※ 郵送物は締切当日消印、宅配便は受付日付が締切当日までのものを有効とします。な

お、提出いただいた書類等は原則として返却しませんので予め御了承ください。 

 

６ SNS での応募方法 

Facebook、Instagram、LINE、Twitter でも応募を受け付けます。各 SNSでの応募方

法については、下記 URLから御確認ください。 

 

①Facebook 

Messenger 機能を通じて御応募ください。 

https://www.facebook.com/innovationproject/ 

②Instagram 

ダイレクトメッセージ機能を通じて御応募ください。 

下記アカウントのフォローをお願いいたします。 
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https://www.instagram.com/inno_project/ 

 

③LINE 

LINEトーク機能にて御応募ください。  

下記アカウントの友だち登録をお願いいたします。 

https://line.me/ti/p/@inno_project 

 

④Twitter 

ダイレクトメッセージ機能を通じて御応募ください。 

下記アカウントのフォローをお願いいたします。 

https://twitter.com/inno_project 

 

７ 協力協賛企業とのマッチング 

協力協賛企業は、ジェネレーションアワード選考中にマッチングしたい提案を発掘

した場合、選考終了後にその希望を業務実施機関に伝えます。その後、業務実施機関

から応募者へ連絡を行い、応募者が希望する場合、企業と応募者とのマッチングが成

立します。 

 

８ 選考及び結果の公表 

業務実施機関による形式確認後、異能 vation プログラムの協力協賛企業による選

考を実施します。 

評価は提案内容のみに対して行われます（性別、年齢、経歴や業績は、評価の対象

になりません。）。応募形式（応募フォーム、各種 SNS）による評価の違いはありませ

ん。 

選定後、公式サイト上で、ノミネート者、アワード受賞者の氏名、在住の都道府県

（居住地）及び提案タイトルを公表します。 

なお、選考を通過しなかった方に対しては、特段の連絡を行いません。 
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Ⅳ 個人情報の取扱いについて 

個人情報とは、住所、氏名、電話番号、e-mailアドレスその他特定の個人として

識別することができる情報（他の情報と容易に照合することができ、それにより特

定の個人を識別することができることとなるものも含む。）をいいます。 

応募の際に提供いただいた個人情報については、 異能 vation プログラムの業務

実施機関である株式会社角川アスキー総合研究所の「個人情報保護方針」に則って

対応します。 

 

（１）応募いただいた個人情報の利用目的 

ア 選考及び選考通過に関する通知 

イ 各種問合せに関する確認、返答の連絡 

ウ 本プログラムに関連したイベントがある際の連絡 

 

（２）応募に際して提供いただいた個人情報の管理について 

ア 不正アクセス、紛失、漏洩、改ざんなどを防止するため、厳重なセキュリテ

ィ対策を講じます。 

イ 個人情報を入力いただく際、データ暗号化技術を利用して通信時の情報を保

護します。 

ウ 応募に関して業務実施機関が得た個人情報は、法令の定めのある場合を除い

て、提供者の事前の同意なく、予め明示した利用目的以外に使用されることは

ありません。 

 

【個人情報の取扱いに関する問合せ、苦情・相談窓口】 

開示、訂正、利用停止等のお申し出は、下記窓口まで御連絡ください。 

社名：株式会社角川アスキー総合研究所 

住所：〒113-0024 東京都文京区西片 1-17-8 KSビル２階 

TEL：03-5840-7800（代表） （FAX）03-5840-7812 

E-mail：info/atmark/lab-kadokawa.com（/atmark/を@に変えてください） 

個人情報管理責任者：吉川 栄治 

 

◆業務実施機関の「個人情報保護方針」は、下記で公開しています。 

URL：https://www.lab-kadokawa.com/privacy 
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Ⅴ 応募に際しての注意事項（必ずご確認下さい。） 

１ 契約及び知的財産等の取扱いについて 

異能 vation プログラム内における各部門の契約及び知的財産の取扱等については、

以下とします。 

 

【破壊的な挑戦部門】 

「破壊的な挑戦部門」の応募に当たり、応募者は以下の要件を全て満たす必要があり

ます。 

 

（１）応募時 

ア 安全保障貿易管理の観点※から、海外への技術漏洩に対処するため、以下の点に

問題が無いこと。 

・経済産業省が定めている「外国ユーザーリスト」等に該当がないこと。 

・国際輸出管理レジームにおいて合意が得られること。 

・「安全保証貿易に係る機微技術管理ガイダンス」に基づいて取組が実施できる

こと。 

・知的財産権の公正かつ公平な取引を含む、市場経済のルールに反する可能性が

ない等、社会的信頼性及び自由が担保されていること。 

（参考） 

●安全保障貿易（国際輸出管理レジームを含む） 

 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html 

●外国ユーザーリスト 

  http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list 

 ●安全保証貿易に係る機微技術管理ガイダンス 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jis
hukanri03.pdf 

イ 反社会的勢力又はそれに係る者との関与がないこと。 

ウ 選考通過者が未成年者である場合、保護者と履行契約できること。なお、保護者

の同意の取得に当たり、保護者との調整が必要な場合には、業務実施機関が支援し

ます。 

※ここでいう「安全保障貿易管理の観点」とは、武器や軍事転用可能な貨物・技術・知的財産が、我が

国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを

防ぐことを目的としています。 
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業務実施機関が確認した結果、契約を締結することが適切ではないと判断した場合は、

審査の結果等にかかわらず、挑戦を認めない場合があります。 

 

（２）チャレンジャー選出後 

 ア 「チャレンジャー」に選出されると、各チャレンジャーは業務実施機関と、知的

財産や秘密保持の取り扱い等、「破壊的な挑戦部門」の運用に必要な諸般の規程を

定めた本部門への挑戦に関する契約を締結します。 

イ 日本国の法律に従います。本部門への参加により生じた特許等の知的財産権は、

本部門への挑戦に関する契約に基づき、産業技術力強化法第 17 条（日本版バイ・

ドール条項）に掲げられた事項を選考会通過者が遵守すること等を条件として、原

則として発明及び開発した選考会通過者本人に権利を帰属させます。なお、選考会

通過者が組織や機関に所属している場合でも、その組織や機関の財産にはならない

ことに留意してください。ただし、日本国外に居住しており、日本国籍を持たない

「チャレンジャー」に対しては産業技術力強化法第 17 条（日本版バイ・ドール条

項）は適用されません。 

ウ イに記載しているとおり、知的財産は原則「チャレンジャー」本人に権利を帰属

させることから、知的財産権の取得に向けた出願等の手続はすみやかに業務実施機

関に相談してください。手続きは業務実施機関における弁理士のサポートのもと行

うことが出来ます。 

 エ 本部門の成果が大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、軍事転用等の懸

念活動を行うおそれがある者に渡らないよう、「外国為替及び外国貿易法」（以下、

外為法という。）に基づく輸出規制対象に該当する場合は、支援の中止等の措置を

とる場合があります。 

オ 当該知的財産権について、移転または専用実施権等の設定等を行う場合は、原則

として事前に承諾を得る必要がある他、出願・申請、設定登録、実施、放棄を行う

場合は、所要の報告を行う義務があります。 

 

【ジェネレーションアワード部門】 

「ジェネレーションアワード部門」に応募するにあたり、応募者は以下の要件を全て

満たし、または承諾する必要があります。 

 

（１）応募時 

ア 安全保障貿易管理の観点※から、以下の点に問題が無いこと。 

・経済産業省が定めている「外国ユーザーリスト」等に該当がないこと。 

・国際輸出管理レジームにおいて合意が得られること。 

・「安全保証貿易に係る機微技術管理ガイダンス」に基づいて取組が実施できる
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こと。 

・知的財産権の公正かつ公平な取引を含む、市場経済のルールに反する可能性が

ない等、社会的信頼性及び自由が担保されていること。 

（参考） 

●安全保障貿易（国際輸出管理レジームを含む） 

 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html 

●外国ユーザーリスト 

  http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list 

 ●安全保証貿易に係る機微技術管理ガイダンス 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jis
hukanri03.pdf 

イ 大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、軍事転用等の懸念活動を行うおそ

れがあるものに渡るおそれがないよう、外為法に該当がないこと。 

ウ 反社会的勢力又はそれに係る者との関与がないこと。 

エ 協賛企業が主体となって実施するため、本部門の中で応募者に生じた特許等の知

的財産権については、応募者自身に帰属すること。 

オ 応募内容は協力協賛企業に開示されるため、内容を完全に秘匿したい場合は応募

しないこと。 

※ここでいう「安全保障貿易管理の観点」とは、武器や軍事転用可能な貨物・技術・知的財産が、我

が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡る

ことを防ぐことを目的としています。 

 

（２）応募後 

ア アワード受賞提案が、外為法に基づき輸出規制対象になる場合は、選外とします。 

イ アワード受賞者が未成年者である場合、保護者又は監護者の同意があること。な

お、同意の取得に当たり、保護者又は監護者との調整が必要な場合には、業務実施

機関が支援します。 

 

２ 秘密の保持について 

異能 vation プログラム内における各部門の参加者には以下のとおり秘密保持に関

する義務が生じますのでご注意下さい。 

 

【破壊的な挑戦部門】 

（１）選考通過までの提案内容の秘密保持 

「Ⅲ ８ 選考及び結果の公表」に示す情報を除き、評価に係る情報を含め、提案
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に関する情報その他についてはいかなる場合も開示をしません。 

 

（２）選考通過者が履行しなければならない秘密保持 

選考通過者が、本プログラムを通じて知り得た企業等の機密情報を、第三者に漏

洩することや挑戦目的以外に利用することは認めません。 

 

【ジェネレーションアワード部門】 

（１）ジェネレーションアワード選定までの提案内容の秘密保持 

「Ⅲ ８ 選考及び結果の公表」に示す情報を除き、評価に係る情報を含め提案に

関する情報その他についてはいかなる場合も開示をしません。 

 

（２）選考通過者に求める秘密保持 

選考通過者が、本プログラムを通じて知り得た企業等の機密情報を、第三者に漏

洩することや本プログラムに関する目的以外に利用することは認めません。 

 

３ 人権の保護及び法令等の遵守への対応について 

異能 vation プログラムに参加するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする課

題、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする課題、生命倫理・安全対策に対する取組を

必要とする課題など法令等に基づく手続きが必要な取組が含まれている場合には、所属

機関内外の倫理委員会の承認を得る等必要な手続きを行う必要があります。すみやかに

業務実施機関に相談の上、手続きを行ってください。また、海外における実地の課題遂

行活動や海外機関との共同で取組を行う際には、関連する国の法令等を事前に確認し、

遵守してください。不明な点は業務実施機関の弁護士などに相談してください。 

特に、ライフサイエンスに関する研究について、各府省が定める法令等が改正されて

いる場合がありますので、最新版をご確認ください。このほかにも取組内容によって法

令等が定められている場合がありますので、ご留意ください。関係法令・指針等に違反

し、課題を実施した場合には、各種選考の結果を取り消すことがあります。 

なお、文部科学省における生命倫理および安全の確保について、詳しくは下記ウェブ

サイトをご参照ください。 

●ライフサイエンスの広場「生命倫理・安全に対する取組」 

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html 

実施計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする課題又は調査を

含む場合には、人権及び利益の保護の取扱について、必ず応募に先立って適切な対応を

行ってください。 
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４ 各部門の選考通過に係る必須条件について 

各部門の選考通過に係る必須条件は以下のとおりです。 

 

【共通事項】 

・選考通過後及びアワード受賞後、本プログラムに係る会合や交流会等に積極的に参

加をする意思があること。 

・各部門の選考プロセスにおいて面談等を実施することとなった場合には、それに参

加可能であること。その場合の所要経費は業務実施機関より支弁します。 

・企業等の組織に所属する者の場合、選考通過後及びアワード受賞の際に所属組織か

らの承諾書を提出できること。なお、承諾書の提出に当たり、所属機関との調整が

必要な場合には業務実施機関が支援します。 

・ノミネート者・チャレンジャー・アワード受賞者に選出された際、名前（ニックネ

ーム可）、在住の都道府県と提案タイトルが公式ホームページで公表されることに

同意すること。 

 

【破壊的挑戦部門】 

・技術課題の発案者であり、その技術課題を実現するために自立して挑戦を行う者で

あること。複数名で取り組む場合には、それぞれの役割が重複しないこと。 

・技術課題への挑戦の全期間を通じ、課題の実現に向け、責任を持ち遂行できること。 

 

【ジェネレーションアワード部門】 

・提案の発案者又は発案グループであること。 

・応募内容（追加資料を含む）に関する権利は応募者本人又は本人達に属するものと

して管理しますが、選考を行う協力協賛企業が類似のアイデアや技術や課題を検討

している可能性も否めないため、提案を完全に秘匿したい場合には応募しないこと。 

 

５ 選考等に係る注意点 

【共通事項】 

（１）応募内容及び技術開発内容の独自性について 

本プログラムに関わる一切の期間において、第三者のアイデア及び知的財産の盗

用及び侵害を固く禁じます。応募段階から、第三者のアイデア及び知的財産の盗用

及び侵害に関して十分に注意を払う必要があることを認識してください。 

 

（２）不正の取扱い 
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本プログラムで言う「不正」とは、一般的な法律や条例に抵触する行為全般を指

します。例えば、技術課題への挑戦のために支給した物品を目的以外で使用するな

どは不正に該当します。 

 また、本プログラムは総務省が実施する競争的資金制度の一部であり、競争的資

金において不正が認められた際の取扱いについては、「競争的資金の適正な執行に

関する指針」として公開されています。応募に際し、本指針の内容を良く理解して

ください。 

【参照】競争的資金の適正な執行に関する指針 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1.pdf 

（３）支援期間終了後及び受賞後の調査への協力義務

今後の制度の充実等を図るため、選考会通過者に対しプログラム終了時及びその

後の 10 年程度まで起業状況等の現況調査を行います。 

また、アワード受賞者に対しては表彰後の現況調査等を行います。選考会通過者

及びアワード受賞者は本調査に御協力をお願いします。 

【破壊的挑戦部門】 

（１）協力協賛企業とのマッチングについて

選考通過者（チャレンジャー）以外の全ての応募者は、協力協賛企業プログラム

に参加する資格を持ちます。ただし、応募者の知的財産保護の観点から、応募フォ

ームに記載されている注意事項を了承し、遵守できることを前提とします。応募者

と協力協賛企業とのマッチングは、業務実施機関が支援します。 

（２）各種選考について

・ 選考を通過した被推薦者には、業務実施機関から、選考への参加について意思

確認の連絡を行います。 

・ スーパーバイザーが挑戦に介入することはありません。

・ 評価の観点の目安は以下のとおりです。

…独創性：破壊的な技術課題に挑戦する個人に相応しいアイデアや特徴を持って

いるか。 

…自己追究性：他者に根拠や理由付けを求めない自己追究的な姿勢を持ち合わせ

ているか。 

…認識の明確性：挑む技術課題についてその可能性や問題点、解決方策、あるい

はどこが未知の領域なのかについて明確に認識しているか。 

…不屈の精神：挑む技術課題に絶対感を持ち、成功するまで挑み続ける気力があ

るか。 
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【ジェネレーションアワード部門】 

（１）アワードの実施について 

・業務実施機関は、応募者の許可なく個人情報の開示はいたしません 

・応募者は、協力協賛企業に対し、本プログラムを通じて直接的又は間接的（業務

実施機関を通じてなど）に交渉することはできません 

・ジェネレーションアワード選考後、協力協賛企業は受賞発表後も継続的に応募者

の提案を閲覧することがあります。 

 


